
 

  

 

 
 

 

 

 

身体・知的・精神に障害のある方と 

そのご家族の方へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かほく市 令和７年４月 
かほく市公式ホームページ上からもご覧いただけます。 

                                    https://www.city.kahoku.lg.jp

福祉のしおり 

https://www.city.kahoku.lg.jp/


 

 

 

 

・住所    かほく市宇野気二７１番地２ 

・開館日   毎週月～金  

・開館時間  8時30分～17時15分  

・連絡先    ☎ ：283-7120 

         FAX：283-4116 

かほく市障害者基幹相談支援センター 

      あ お ぞ ら 

・住所    かほく市宇野気二７１番地２ 

       （ ほのぼの健康館内 ） 

・開館日   毎週月～金  

・開館時間  8時30分～17時15分  

・連絡先     ☎ ：283-8890 

                 FAX：283-4097 

かほく市役所  

・住所    かほく市宇野気二８１番地 

・開庁日   毎週月～金  

・開庁時間  8時30分～17時15分  

・連絡先    ☎ ：283-1111  

 

 

 

 

・住所    かほく市遠塚ロ52番地10 

・開所日   毎週月～金  

・開所時間  8時30分～17時15分 

・連絡先    ☎ ：285-2002 

              FAX：285-2894 

 

 

 

 

高松サービスセンター 

 

・住所    かほく市高松ク42番地1 

・開所日   毎週月～金  

・開所時間  8時30分～17時15分 

・連絡先     ☎ ：281-2121 

         FAX：281-0714

至里山海道 

白尾ＩＣ 

宇ノ気保健福祉センター 

（ほのぼの健康館） 

かほく市障害者基幹相談支援センター 

あ お ぞ ら 

宇ノ気保健福祉センター（ほのぼの健康館） 

七塚サービスセンター 
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○身体に障害がある方のための制度と身体障害者手帳について 

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方に、申請に基づいて交付され

ます。この手帳は身体に障害のあることを証明するもので、その障害の程度によって 1 級から 6 級

に区分されます。法律で定められた援助、支援、各種の障害福祉サービスを利用する場合に必要にな

ります。 

障害の部位は視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体不自由（上肢・下肢・体幹）、

心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫機能、肝臓機能に分類されます。 

 

 申請手続きに必要なもの  

新規申請 

・身体障害者手帳交付申請書 

・身体障害者診断書・意見書（指定する医師が記入したもの） 

・顔写真１枚（上半身正面無帽、縦 4ｃｍ・横 3ｃｍ） 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

再交付 

 ①障害の程度が変わったとき、新たな障害が加わったとき 

・身体障害者手帳再交付申請書 

・身体障害者診断書・意見書（指定する医師が記入したもの） 

・顔写真１枚（上半身正面無帽、縦 4ｃｍ・横 3ｃｍ）      

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 ②紛失または破損したとき 

・身体障害者手帳再交付申請書 

・顔写真１枚（上半身正面無帽、縦 4ｃｍ・横 3ｃｍ）      

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

その他 

次のような場合は、手帳を持参の上で手続きしてください。 

・住所、氏名を変更したとき（変更届） 

・本人が死亡したとき、または障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき（返還届） 

 

※ 写真については、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことは認められ

る場合があります。 

 

○知的に障害がある方のための制度と療育手帳について 

知的障害のある方に、申請に基づいて交付される手帳です。この手帳は、知的障害のある方に一貫

した指導・相談を行うとともに、法律で定められた援助や措置、各種の障害福祉サービスを利用しや

すくするために交付されるものです。障害の程度は A、B の 2 種類です。 

 

 申請手続きに必要なもの  

新規申請 

・療育手帳交付申請書 

・生活現状調査票 

・顔写真１枚（上半身正面無帽、縦 4ｃｍ・横 3ｃｍ） 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

◆ 1．障害がある方のための制度とそれぞれの手帳 ◆ 
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再交付 

 ①紛失または破損したとき 

・療育手帳再交付申請書 

・顔写真１枚（上半身正面無帽、縦 4ｃｍ・横 3ｃｍ） 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 ②再判定申請のとき 

・療育手帳更新申請書 

・生活現状調査票 

・顔写真１枚（上半身正面無帽、縦 4ｃｍ・横 3ｃｍ） 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

※ 手帳には再判定が必要な場合があります。手帳の「次回判定」欄に「次の判定年月日」が記載されていたら、2

～3 ヶ月前には再判定の手続きを行うよう心がけてください。 

その他 

次のような場合は、手帳を持参の上で手続きしてください。 

・住所、氏名を変更したとき（変更届） 

・本人が死亡したとき（返還届） 

 

※ 写真については、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことは認められ

る場合があります。 

 

○精神に障害がある方のための制度と精神障害者保健福祉手帳について 

精神に障害のある方（知的障害は除く。）を対象に、社会復帰の促進、自立と社会参加の促進を図

ることを目的とします。この手帳により税法上の各種控除や、障害福祉サービスを利用できます。手

帳の有効期限は、交付の決定した日から 2 年後の日の属する月の末日までとなります。 

更新の通知はありませんので、3 ヶ月前には更新手続きを行うよう心がけてください。 

 

 申請手続きに必要なもの  

・精神障害者保健福祉手帳交付申請書 

・年金証書（年金裁定通知書と一体の証書はその部分を含む。）の写し、直近の年金振込通知書 

または、医師の診断書 

・同意書 

・写真（上半身正面無帽、縦 4ｃｍ・横 3ｃｍ）＊写真を付けるかどうかは任意です。 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

再交付（紛失または破損したとき） 

・精神障害者保健福祉手帳再発行申請書 

・顔写真１枚（上半身正面無帽、縦 4ｃｍ・横 3ｃｍ）＊写真を付けるかどうかは任意です。 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

その他 

次のような場合は、手帳を持参の上で手続きしてください。 

・住所、氏名を変更したとき（変更届） 

・本人が死亡したとき、交付対象者に該当しなくなったとき（返還届） 

 

※ 写真については、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことは認められ

る場合があります。 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

※ これらの申請は七塚・高松の各サービスセンターでも可能です。 



 

3 

 

 

○心身障害者医療費の助成制度 

手帳を取得した日の属する月からの医療保険の自己負担分を助成します。ただし、保険が適用され

ない分（例：差額ベッド代、入院時の食事代等）については助成の対象になりません。  

 

 対象者と助成額  

 助成対象者の範囲 

手帳の種類 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 

等級 1 級～3 級 Ａ・Ｂ １級 

助成額 全額助成（高額療養費、附加給付金を除く保険適用分） 

 

 助成の方法  

対象となる障害を証明するもの、健康保険証(マイナ保険証)、振込口座がわかるものを持参の上、心身障害者医

療費受給者証交付・更新申請書を提出し登録申請をしてください。資格登録をされた方には、障医療費受給者証を

交付します。 

原則、医療機関等に証を提示することで窓口での支払いが不要です。ただし、石川県外の医療機関等受診の自己

負担分は健康福祉課での還付申請が必要となります。 

 過去２年以内の医療費自己負担分を、さかのぼって申請することができます。 

 

 申請手続きに必要なもの  

・心身障害者医療費支給申請書 

・医療機関等の領収書（原本） 

・印鑑 

 

その他 

次のような場合は、印鑑を持参の上で手続きしてください。 

・住所、氏名、加入の医療保険、指定振込先口座を変更したとき（変更届） 

・本人が死亡したとき、交付対象者に該当しなくなったとき（喪失届） 

 

○自立支援医療（更生医療）の給付 

 職業能力の増進、日常生活を容易にすることを目的とした医療給付です。身体上の障害を軽くした

り、取り除いたりするための医療で、疾病や外傷を対象とする一般医療とは異なるものです。 

 

 対象者（次の要件をすべて満たす方）  

1. 18 歳以上の身体障害者手帳保持者 

2. 次の障害をお持ちの方 

 (1)肢体不自由 

 (2)視覚障害 

 (3)聴覚・平衡機能障害 

 (4)音声・言語・そしゃく機能障害 

 (5)心臓、じん臓、小腸又は肝臓機能障害 

 (6)免疫機能障害 

3. 治療により身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる方 

 

 助成内容  

 自己負担は原則医療費の 1 割ですが、所得に応じた自己負担限度額が設けられています。また、一部所得制限があ

りますので、市民税所得割の金額が定められた基準を超えている場合は、支給対象外となります。 

◆ 2．健康と医療 ◆ 
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 申請手続きに必要なもの  

・自立支援医療（更生医療）支給認定申請書 

・身体障害者手帳 

・健康保険証(マイナ保険証)※P5【注意】参照 

・特定疾病療養受療証(人工透析を実施されている方のみ) 

・非課税世帯の場合は、収入のわかるもの（年金振込通知書など） 

・更生医療要否意見書（知事の指定する医療機関で更生医療を担当する医師が作成したもの） 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 

※ 県外の医療機関で受けることを希望する場合は、必ずご連絡ください。 

 

 

○自立支援医療（育成医療）の給付 

 身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、

手術などの治療を受けることにより、身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる

場合、その医療に必要な費用の一部を補助する制度です。原則として事前申請が必要です。 

 

 対象者（次の要件をすべて満たす方）  

1. 18 歳未満の児童 

2. 次の障害をお持ちの方、またはそのまま放置すると将来次の障害を残すと認められる疾患をお持ちの方 

 (1)肢体不自由 

 (2)視覚障害 

 (3)聴覚・平衡機能障害 

 (4)音声・言語・そしゃく機能障害 

 (5)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸又は肝臓機能障害 

 (6)先天性の内臓機能障害（(5)に掲げるものを除く） 

 (7)免疫機能障害 

3. 治療により身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる方 

 

 助成内容  

 自己負担は原則医療費の１割ですが、所得に応じた自己負担限度額が設けられています。また、一部所得制限があ

りますので、市民税所得割の金額が定められた基準を超えている場合は、支給対象外となります。 

 

 申請手続きに必要なもの  

・自立支援医療費（育成）支給認定申請書 

・健康保険証(マイナ保険証)※ P5【注意】参照 

・自立支援医療（育成医療）意見書（知事の指定する医療機関で育成医療を担当する医師が作成したもの） 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 

※ 県外の医療機関で受けることを希望する場合は、ご相談ください。 
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○自立支援医療（精神通院医療）の給付 

 精神疾患を理由として通院医療を受ける場合に、その医療に必要な費用の一部を補助する制度です。 

 

 対象者  

精神保健福祉法第 5 条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒症または、その依存症、知的障害、精

神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方です。 

 

 助成内容  

 自己負担は原則医療費の１割ですが、所得に応じた自己負担限度額が設けられています。また、一部所得制限があ

りますので、市民税所得割の金額が定められた基準を超えている場合は、支給対象外となります。 

 

 申請手続きに必要なもの  （１年更新） 

・自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書 

・健康保険証(マイナ保険証)※ P5【注意】参照 

・非課税世帯の場合は、収入のわかるもの（年金振込通知書など） 

・診断書（精神通院医療用） 

（石川県知事が指定する精神通院医療機関で担当する医師が作成したもの） 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 

※ 受給者証の有効期間は１年以内のため、毎年、更新手続きが必要です。 病状の変化、治療方針の変更もない場

合には、２年に１回は診断書の提出を省略することができます。3 ヶ月前から手続き可能です。その際、黄色の

受給者証が必要ですのでご持参ください。 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

※ これらの申請は七塚・高松の各サービスセンターでも可能です。 

 

 

 

 

 

〇海外療養費の給付 

国民健康保険加入者、後期高齢医療保険加入者が、海外で医療機関を受診した場合、その医療費の

一部が支給されます。旅行などで短期間海外に滞在中に急病や怪我をした場合に適用されます。ただ

し、治療を目的として渡航した場合は対象外です。 

 

窓口：かほく市保険医療課 国民健康保険担当  

後期高齢医療保険担当   ☎：283-7123 

 

 

【注意】自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）における『世帯』について 
 住民票とは関係なく、受診する方の加入している医療保険と同じ医療保険に加入している家族を「世帯」の範囲

とします。 

※ 国民健康保険の場合、「世帯」の国民健康保険加入者全員の所得（課税状況）を確認します。 

その他の健康保険の場合、被保険者本人のみの所得（課税状況）を確認します。 
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◆ 3．障害者総合支援法とサービスについて ◆ 

◆介護給付 

 ・居宅介護（ホームヘルプ） 

 ・重度訪問介護 

 ・同行援護 

 ・行動援護 

 ・重度障害者等包括支援 

 ・生活介護 

 ・療養介護 

 ・短期入所（ショートステイ） 

 ・施設入所支援 

◆障害児通所給付 

 ・児童発達支援 

 ・放課後等デイサービス 

 ・保育所等訪問支援 

 ・居宅訪問型児童発達支援 

◆訓練等給付 

 ・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

 ・就労移行支援 

 ・就労継続支援（A 型・B 型） 

 ・共同生活援助（グループホーム） 

 ・就労定着支援 

 ・自立生活援助 

・就労選択支援 

◆補装具  

自立支援給付 
 

◆相談支援 

 ・基本相談支援 

 ・地域移行支援 

 ・地域定着支援 

 ・計画相談支援 

 ・障害児相談支援 

 

 

○障害者総合支援法について 

さまざまなサービスを組み合わせて、障害のある方の地域での生活を支援する制度です。 

障
害
者
総
合
支
援
法 

サービス名称 内  容 

介 護 給 付 障害の程度が一定以上の方に、生活上または療養上必要な支援を行います。 

訓 練 等 給 付 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。 

自 立 支 援 医 療 更生医療、育成医療及び精神通院医療 

補 装 具 補装具費の購入や修理にかかる費用が支給されます。 

地 域 生 活 支 援 事 業 障害のある方が安心して地域で生活するための事業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆自立支援医療 

 ・更生医療 

 ・育成医療 

 ・精神通院公費※ 

※実施主体は都道府県 

地域生活支援事業 

〇理解促進研修・啓発  〇相談支援（相談機関との連絡調整、権利擁護等） 

〇成年後見制度利用支援 〇意思疎通支援（手話通訳派遣等） 

〇日常生活用具の給付  〇移動支援 

〇地域活動支援センター（創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等） 

〇手話奉仕員養成研修  〇その他の日常生活又は、社会生活支援  

かほく市 

障
害
者
・
児 

 

 

・専門性の高い相談支援 ・広域的な対応が必要な事業 ・人材育成 等 

支 援 

県 
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○サービス利用の流れについて 

１ 相 談 市または指定特定相談支援事業者に相談します。 

 
 

指定特定相談支援事業者とは、市の指定を受けた事業所のことで、障害福祉 

サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作 

成、サービス事業者との連絡調整などを行います。 

 

２ 申 請 

サービス利用を希望する際は市に申請します。現在の生活や障害の状況について

の認定調査を行います。マイナンバー（個人番号）がわかるもの、本人確認書類

などが必要です。 

  

３ 審査・判定 

調査結果や医師意見書をもとに市に設置される審査会において審査・判定が行わ

れ、必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるよう障害支

援区分が決められます。 

  

４ 認定・通知 

指定特定相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計

画案を作成します。市で計画案や勘案すべき事項を踏まえサービスの支給量など

を決定します。決定後、受給者証が交付されます。 

 
 

サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な大切な情報が記載されて

いますので大切に扱いましょう。 

 

５ 事業者と契約 サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。 

  

６ サービス利用  サービスの利用を開始します。 

 

○障害福祉サービスの利用者負担について 

利用者負担は原則利用料の１割ですが、所得に応じた自己負担限度額が設けられています。 

区分 世帯の収入状況 利用料 月額負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 無料 0 円  

低所得 市民税非課税世帯 無料 0 円  

一般１ 

障害児のいる市民税課税世帯 

（所得割 28 万円未満） 
10％ 

4,600 円  

(入所施設利用の場合 9,300 円) 

障害者のいる市民税課税世帯 

（所得割 16 万円未満） 
9,300 円  

一般２ 上記以外 10％ 37,200 円  

【注意】障害者総合支援法における『世帯』について 

種  別 世帯の範囲 

18 歳以上の障害者

（施設に入所する 18,19 歳を除く） 
障害のある方とその配偶者の方の所得を確認します。 

0 歳～17 歳までの障害児 

（施設に入所する 18,19 歳を含む） 
住民基本台帳での世帯全員の所得を確認します。 

指定特定相談支援事業者 

受給者証 
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○難病等の範囲について 

平成２５年４月より、障害者総合支援法に定める障害児・者の対象に、難病等が追加されました。

難病患者等は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要に応じて障害支援区分の認定などの手続き

を経て、市が必要と認める障害福祉サービス等を利用できるようになります。障害者総合支援法にお

ける難病等の範囲は３７６疾病になり、障害の程度については「（政令で定める）特殊の疾病による

障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」とされています。詳しくは別

紙にてお渡しできます。（石川県のホームページからダウンロードもできます。） 

 

○地域生活支援事業 

 障害のある方が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、次の事業を実施して

います。 

① 相談支援事業 
障害のある方の相談に応じ、情報の提供や権利擁護のための必要な支援を

行います。 

② 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が必要であるが、身寄りがない等により申立てを行う

ことが困難な場合に市長が申立てを行います。また、本人の収入や資産な

どの状況から申立て費用や後見人等への報酬を負担することが困難な場

合に報酬の助成をすることで、成年後見制度の利用促進を図ります。 

③ 意思疎通支援事業 
意思疎通を図ることに支障がある障害のある方を対象に手話通訳者・要約

筆記者の派遣を行います。 

④ 日常生活用具給付事業 
原則在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより日常

生活の便宜を図ります。 

⑤ 手話奉仕員養成研修事業 
手話の指導を行うことにより手話奉仕員を養成し、聴覚障害者の福祉の増

進を図ります。 

⑥ 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出の支援を行います。 

⑦ 地域活動支援センター 

機能強化事業 

障害者が通い、創作的活動、生産活動の機会の提供や社会交流の促進によ

り、障害者等の地域生活支援の促進を図ります。 

⑧ その他の事業  

訪問入浴サービス事業 
在宅の重度身体障害者の方を対象に、巡回入浴車による入浴サービスを提

供します。 

生活訓練事業 
視覚障害者等に対して日常生活上必要な訓練を行い、生活の質的向上を図

り、社会復帰を促進します。 

日中一時支援事業 
障害者に日中活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な

訓練等を行います。 

障害者自動車運転免許 

取得費助成事業 

身体障害者本人が自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、就

労等の社会活動への参加を促進します。 

身体障害者用 

自動車改造費助成事業 

自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造する費用の一部を助

成します。 

身体障害者介助用 

自動車改造費助成事業 

車椅子を使用する身体障害者を介助する方が、障害者の外出を容易にする

ために使用する自動車について、改造費用の一部を助成します。 

 

※これらのサービスの利用を検討される方は、利用開始前に詳しい相談と申請が必要です。 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 



 

9 

○補装具費の支給 

補装具とは、身体に障害のある方の失われた身体機能を補完または代替する用具です。また、身体

に障害のある児童（障害児）については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長

すること等を目的に使用するものです。障害の状況に応じて、補装具の購入や修理に要する費用を支

給します。 

 

視覚に障害のある方 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴覚に障害のある方 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置の修理 

肢体不自由の方 

義肢（義手、義足）、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ（一

本つえを除く）、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置、座位保持いす、

起立保持具、排便補助具、頭部保持具（下線部の物品については 18 歳未満

のみ） 

                                     は介護保険貸与優先    

 補装具費の支給を申請する前に  

・支給を受けたいときは、補装具の購入や修理を行う前に申請しなければなりません。 

・障害の部位や程度に応じて、支給できる補装具が定められています。 

・介護保険制度で貸与される福祉用具と、障害者総合支援法で支給される補装具において共通する種目（車いす、電

動車いす、歩行器、歩行補助つえ（一本つえを除く）、車いす付属品）は、介護保険から貸与を受けることが基本

となるので、補装具費としては原則支給できません。 

・耐用年数の定めがありますので、交付時より耐用年数を過ぎるまでは原則的に修理はできても交付はできません。 

・一部所得制限がありますので、市民税所得割の金額が定められた基準を超えている場合は、支給対象外となりま

す。（障害児は所得制限がありません。） 

・規定する難病の疾患等で症状が重度の状態で支給の必要性がある場合についてもご相談ください。 

 

 申請手続きに必要なもの   

・補装具費（購入・借受け・修理）支給申請書 

・補装具意見書（身体障害者福祉法により指定された医師が作成したもの） 

・処方箋（種目別に様式が定められています） 

・見積書 

・補装具のカタログ（写）など 

・身体障害者手帳（難病の疾患のある方の場合は、「特定疾患医療受給者証」） 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 

 補装具費の自己負担について  

利用者負担は原則価格の 1 割ですが、所得に応じた自己負担限度額が設けられています。 

また、種目別に基準額が定められており、基準額を超えた分については自己負担となります。 

 

 

※ 補装具の購入や修理を希望される方は、申請前に詳しい相談が必要です。 

必ず購入する前にご相談ください。 窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

区分 世帯の収入状況 利用料 月額負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 無料 0 円  

低所得 市民税非課税世帯 無料 0 円  

一般 市民税課税世帯 10％ 37,200 円  

種目によっては、省略する

ことができます。 
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○日常生活用具の給付 

 主に重度の障害をお持ちの方に対して、障害の程度や部位に応じて用具を給付し、日常生活を容易

にすることを図るものです。障害の状況に応じて、これらの物品の購入に要する費用を支給します。 

介護・訓練支援用具 
特殊寝台、特殊マット、エアマット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練い

す（児のみ）、訓練用ベッド（児のみ） 

自立生活支援用具 

入浴補助用具、便器（手すり付き）、頭部保護帽、Ｔ字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、

特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害

者用屋内信号装置 

在宅療養等支援用具 
透析液加温器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、酸素ボン

ベ運搬車、視覚障害者用体温計（音声式）、視覚障害者用体重計 

情報・意思疎通支援用具 

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、

視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書

器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図

書、ファックス 

排泄管理支援用具 ストーマ用装具等（蓄尿袋・蓄便袋）、紙おむつ、ガーゼ等衛生用品、収尿器 

居宅生活動作補助用具 住宅改修費 

 

 日常生活用具の給付を申請する前に  

・給付を受けたいときは、日常生活用具を購入する前に申請しなければなりません。 

・障害の部位や程度に応じて、給付できる日常生活用具が定められています。 

・網掛けで表示された種目については、介護保険で給付が受けられる場合は対象になりません。 

・耐用年数の定めがありますので、原則的に一度交付を受けたら耐用年数を過ぎるまでは交付できません。 

・一部所得制限がありますので、市民税所得割の金額が定められた基準を超えている場合は、支給対象外となりま

す。 

・原則在宅の方を対象としていますが、入院の場合もストーマ用装具（蓄尿袋・蓄便袋）、頭部保護帽は対象です。 

 

 申請手続きに必要なもの  

・日常生活用具給付申請書 

・見積書 

・用具のカタログ（写）（必要な場合のみ） 

・日常生活用具給付意見書（必要な場合のみ） 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（お持ちの手帳いずれか） 

 ・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 

 日常生活用具給付の自己負担について  

利用者負担は原則価格の１割ですが、所得に応じた自己負担限度額が設けられています。 

また、種目別に基準額が定められており、基準額を超えた分については自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市民税所得割額が 46 万円以上の課税世帯は、助成対象外のため全額自己負担です。 

 

※ 日常生活用具の給付を希望される方は、申請前に詳しい相談が必要です。 

必ず購入する前にご相談ください。 窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

区分 世帯の収入状況 利用料 月額負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 無料 0 円  

低所得 市民税非課税世帯 無料 0 円  

一般 
市民税課税世帯 

（市民税所得割額 46 万円未満） 
10％ 18,600 円  
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○在宅支援型住宅リフォーム推進事業の助成 

障害のある方が、自立した生活を過ごせるように居住する住宅を改修するとき、その費用の一部を

助成します。【在宅生活している方】 

※ 所得状況の条件があります。 

※ 既存の住宅を改修する場合であり、助成は原則、１世帯につき１度に限ります。 

※ 新築の場合は、助成対象にはなりません。 

 

 対象者 ※学齢児以上  

１．身体障害者手帳１～２級の交付をうけた方のいる世帯 

（下肢機能障害、体幹機能障害、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害

に限る）については１～3 級） 

２．療育手帳 A の交付を受けた方のいる世帯 

３．精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けた方のいる世帯 

 

 助成額  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象となる工事  

１．手すりの取付け 

２．段差の解消 

３．滑りの防止および移動の円滑化等のための床、又は通路面の材料の変更 

４．引き戸等への扉の取替え 

５．洋式便器等への取替え 

６．床材のクッション素材への貼り替え 

７．壁のクッション素材又は防音効果のある素材への貼り替え 

８．二重窓の設置、床材を汚れがふき取りやすいものに貼り替え 

９．その他障害者の在宅生活のために必要な工事 

10．１から 9 までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

 

 

 

 

 

 

 

※ 必ず工事着工前にご相談ください。 

窓口：かほく市長寿介護課 ☎：283-7122 

かほく市健康福祉課 ☎：283-7120   

所得区分 ※世帯全員で確認 対象経費の助成率 助成限度額 

生活保護法による被保護世帯 100％ 100 万円 

住民税 非課税世帯 90％ 100 万円 

住民税 均等割のみ課税世帯 70％ 50 万円 

住民税 所得税 課税世帯 なし   ０円 

６５歳以上の方 等 
・介護保険制度で要介護又は要支援と認定された方のいる世帯 

・生活保護法で規定する介護扶助の対象者のいる世帯は、高齢者在宅支援型住宅リフォームの対象と

なります。 
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○意思疎通支援 

聴覚に重度の障害のある方が他者との意思疎通に支障が生じるとき、手話通訳者及び要約筆記者を

派遣し、意志伝達手段を確保するものです。 

 

・聴覚障害者生活相談（予約は不要です） 

日時：毎月 第 2・第 4 火曜日 10：00～12：00 

場所：宇ノ気保健福祉センター（ほのぼの健康館） 

 

・手話通訳者・要約筆記者派遣 

次の目的に該当する場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。 

1．公的機関への用務に関する場合 

2．医療機関において診察または検査を受ける場合 

3．聴覚障害者関係団体が開催する会議等へ出席する場合  

4．冠婚葬祭等社会習慣上、本人が出席しなければならない場合 など 

 

 申請手続きに必要なもの  

手話通訳者・要約筆記者派遣申請書 

※ 記入の上、派遣希望日の 3 日前（土日をはさむときは 5 日前）までに必ず健康福祉課へ申請してください。 

 

・生活支援（訪問） 

手話通訳者と相談支援員が、聞こえない方の相談に応じてお伺いします。 

 日時：月曜～金曜 8：30～17：15 （祝日を除く） 

場所：申請者自宅など ※訪問日時・場所は相談に応じます。 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120  FAX：283-4116 
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○自動車運転免許取得費助成 

身体に障害のある方の就労等の社会参加の促進を図るため、自動車の運転免許取得（第１種に限る）

に要した費用の一部を助成するものです。 

 

 対象者  

・下肢または体幹機能障害の方（1～3 級） 

・その他の身体に障害のある方（1～2 級） 

 

 助成額  

運転免許の取得に直接要した費用のうち、3 分の 2 以内の額で、10 万円を限度とします。 

 

 申請手続きに必要なもの   

・障害者自動車運転免許取得費助成申請書 

・身体障害者手帳 

・運転免許証 

・免許取得経費に係る写し 

・印鑑 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 

※ 免許取得後 6 ヶ月以内に申請してください。 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

 

○自動車改造費助成 

身体に重度の障害のある方が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に要する

経費を助成し、社会復帰の促進を図ります。 

 

 対象者  

・上肢、下肢または体幹機能障害（1～2 級）であって、自ら自動車を運転する方 

・特別障害者手当の所得制限の限度額を超えない方 ※詳細についてはお問い合わせください。 

 

 助成額  

・自動車の改造に直接要した費用のうち、10 万円を限度とし、一人 1 車両 1 回限りとします。 

※ 改造する自動車は、障害のある方が自ら所有し運転するものに限られます。 

※ 改造する箇所は、自動車の駆動装置、操向装置等です。 

 

 申請手続きに必要なもの  

・身体障害者用自動車改造費助成申請書 

・身体障害者手帳 

・運転免許証 

・就労等計画 

・見積書 

・印鑑  

・対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類（または承諾書） 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 

※ 助成を希望される場合は、必ず自動車の改造・購入前にご相談ください。 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 
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○身体障害者介助用自動車改造費助成 

車いすを使用する、身体に障害のある方の外出を容易にし、社会参加の促進を図るため、また介護

する方の負担を軽減するために自動車の改造を必要とする場合、その費用の一部を助成するものです。 

 

 対象者  

次の 1～４のすべてに該当する世帯に属する身体障害者（下肢または体幹機能障害 1～2 級であり、常時車いすの

使用が必要な在宅で生活する障害者）もしくはその扶養義務者で、特別障害者手当の所得制限の限度額（※）を超えな

い方。 ※ 詳細についてはお問い合わせください。 

1．本市に住所を有し、かつ居住する方 

2．自動車を所有し、または新たに購入しようとする方 

3．身体障害者のために自動車の改造が必要であると認められる方 

4．過去にこの助成の適用を受けたことがない、または適用を受けてから 7 年以上経過している方 

 

 改造内容  

・回転シート付き車両への改造または当該車両の購入 

・リフト付き車両への改造または当該車両の購入 

・超低床車両への改造または当該車両の購入 

 

 助成額  

改造に要する費用の 2 分の 1 の額で下記の限度額以内 

事業の区分 限度額 

回転シート付き 

車両への改造 

または当該車両の購入 

電動装置がない 

回転シート 

前部座席が回転するもの 62,000 円 

後部座席が回転するもの 100,000 円 

電動装置がある回転シート（上下作動装置付） 150,000 円 

リフト付き車両への改造または当該車両の購入 

250,000 円 

超低床車両への改造または当該車両の購入 

 

 申請手続きに必要なもの  

・身体障害者介助用自動車改造費助成申請書       

・見積書 

・自動車検査済証（改造自動車購入の場合を除く） 

・身体障害者手帳 

・印鑑 

・代理申請の場合、本人確認書類 

 

 

※ 助成を希望される場合は、必ず自動車の改造・購入前にご相談ください。 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 
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○かほく市営バスの助成 

かほく市営バスを利用される高齢者・障害のある方に対し、市営バス利用助成券を交付します。 

 対象者  

かほく市福祉巡回バス未運行地区（箕打・黒川・野寺・八野・瀬戸町・夏栗・中沼・二ツ屋地区）に 

お住まいの方で、次のいずれかに該当する方 

１．60 歳以上の方  ※ 60 歳の誕生日を迎えられた時点で対象となります。 

２．18 歳以下の方  ※ 19 歳の誕生日を迎えられた時点で対象外となります。 

３．身体障害者手帳を所持されている方 

４．療育手帳を所持されている方 

５．精神障害者保健福祉手帳を所持されている方 

 申請手続きに必要なもの  

・かほく市営バス利用料金助成券交付申請書 

・印鑑 

・身分証明書（免許証・保険証など）、またはお持ちの障害者手帳 

 

                  窓口：高松サービスセンター ☎：281-2121 

 問い合わせ：かほく市健康福祉課  ☎：283-712１ 

 

○福祉タクシー利用助成券の交付 

障害者の外出を容易にし、日常生活の利便を図り社会活動の範囲を広げることを目的に、 

タクシー乗車料金の基本料金（初乗り料金）分を助成します。 

 

 福祉タクシーとは  

かほく市が契約した自動車運送業者（※）のタクシー（※助成券の裏表紙に一覧記載） 

 

 対象者  

身体障害者手帳 1～3 級の方、療育手帳 Ａ、Ｂの方、精神障害者保健福祉手帳 1、2 級の方 

※ ただし、上記に該当する方で、自動車を自ら使用している方および自動車税等の減免措置を受けている方は該当

になりません。 

※ 年度の途中で手帳を取得された場合、券の交付枚数は月割計算になります。 

※ 高齢者向けタクシー利用助成券と重複して交付を受けることはできません。 

 

 助成額  1 回の乗車につき、助成券１枚のみ使用できます（ただし初乗り料金分として） 

年間 24 枚の基本料金（初乗り運賃）割引券綴りを交付 

・身体障害者手帳 1、2 級の方 

・療育手帳Ａの方 

・精神障害者保健福祉手帳 1、2 級の方 

年間 12 枚の基本料金（初乗り運賃）割引券綴りを交付 
・身体障害者手帳 3 級の方 

・療育手帳Ｂの方 

 

 申請手続きに必要なもの  

・かほく市福祉タクシー利用助成券交付申請書 

・お持ちの障害者手帳 

・印鑑 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

※ 申請は七塚・高松の各サービスセンターでも可能です。 

◆  4．くらしを支える制度  ◆ 
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○有料道路の通行料金割引 

一定の要件を満たす障害のある方が、通勤・通学・通院等の日常生活で使用する自動車を事前に登

録することで、有料道路の通行料金を割引、自立と社会経済活動への参加を支援するための制度です。 

 対象者  

障害者ご本人が運転される場合 身体障害者手帳を交付されているすべての方 

介護者の方が運転され、 

障害者ご本人が乗車される場合 

身体障害者手帳または療育手帳を交付されている方のうち、 

第 1 種の記載がされている方 

※ 手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第 1 種または第 2 種の記載があります。 

この制度では第 1 種の方を「より重度の障害をお持ちの方」と定め、介護者が運転する場合も割引の対象としています。 

 

 対象自動車の範囲  

事前に登録できる自動車は、障害のある方お一人につき１台です。 

自
家
用
車
の
み 

乗用自動車 乗車定員 10 人以下のもの、軽自動車も可 

貨物自動車 
後部座席が設置され乗車定員が 4 人以上 10 人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切

りがないもの、または乗車設備と荷台が仕切られ最大積載量が 500kg 以下のもの 

特種用途自動車 乗車定員が 10 人以下の車いす移動車（身体障害者輸送車）またはキャンピング車等 

二輪自動車 総排気量が 125cc を超えるもの 

※ 登録できる自動車は、いずれも個人名義でかつ所有者が障害者本人、配偶者、直系血族等になっているもの（介

護者運転の場合で、これらの方が自動車を所有していない場合は、障害者本人を日常的に介護している方）に限

られます。 

※ 対象とならない自動車は、介護運転として利用するタクシー以外については、自動車検査証等の「自家用・事業

用の別」欄に「事業用」と記載されている場合、対象となりません。ローンやリース車、レンタカー等により自

動車を利用している場合以外であって、所有者・使用者の氏名または名称に法人名が記載されているものは対象

外です。タクシー、軽トラック等は対象外です。 

※ 事前に登録されていない自動車（知人の車やレンタカー等）での利用時にも、一定の要件のもとで障害者割引が

適用されます。 

 

 利用方法と割引率  申請時に支払方法をどちらか選択することができます。 

利用方法 割引率 内 容 

手帳を提示して 

割引を受ける場合 
5 割 

料金所係員に手帳を提示してください。係員が割引に必要な記載事項を確認

した上で、割引を適用します。 

ETC を利用して 

割引を受ける場合 

事前に登録された ETC カードを、あわせて登録された ETC 車載器に挿入し

て通行してください。後日、障害者割引適用後の料金で請求されます。 

※ 割引には有効期間があります。ETC の場合は事前に更新案内が届きますが、手帳提示の場合は更新案内がありま

せんので有効期間にご注意ください。 

 申請手続きに必要なもの  

・有料道路障害者割引申請書 兼 ETC 利用申請証明書 

・身体障害者手帳または療育手帳 

・運転免許証(マイナ免許証) 本人運転のみ 

・自動車検査証 

 

※ オンラインによる申請が可能です。 

オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp 

 

窓口：かほく市健康福祉課  ☎：283-7120 

※ 申請は七塚・高松の各サービスセンターでも可能です。   

問い合わせ：有料道路 ETC 割引登録係      ☎：045-477-1233 

NEXCO 中日本お客さまセンター ☎：0120-922-229 

【ETCの登録を行う場合はこちらも必要です】 

・ETCカード（原則本人名義のもの） 

・ETC車載器セットアップ申込書・証明書 

 

 

https://www.expressway-discount.jp/
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○重度障害者等福祉車両利用助成事業 

重度の障害がある方や要介護度が高い方が、病院等へ移動する際、リクライニング車いす・ストレ

ッチャー等のまま乗降できる車両を利用した場合の利用料金を助成します。 

 

 対象者  身体障害者手帳１～２級（下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害のある方）もしくは要介護認定

をうけて要介護４・要介護５と認定され、当該事業車両による通院等の送迎が必要な方（施設入所者を除く） 

 対象車両  リクライニング車いす・ストレッチャー等のまま乗降することができる車両 

 助成額  1 回 3,000 円を上限（月 2 回まで） 

 申請手続きに必要なもの ※ 助成方法は償還払いになります。 

・領収書（事業者、利用日時、領収金額が確認できるもの） 

・身体障害者手帳 

・通帳、印鑑 

窓口：かほく市健康福祉課      ☎：283-7120 

かほく市長寿介護課     ☎：283-7122 

○ＪＲ旅客・バス・私鉄・航空運賃の割引 

通勤、通学、通院等の日常生活においてこれらを利用される障害のある方に対して、割引措置を講

ずることによって自立と社会経済活動への参加を支援するものです。 

 

 対象者  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

※ 詳しくは各社へお問い合わせください。 

 

【JR の精神障害者運賃割引制度】 

・精神障害者保健福祉手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種または第２種の記載のあるもの）をお持ちの方 

・顔写真が貼られており、有効期限の切れていない手帳をお持ちの方 

（１）介護者の方と一緒に利用 

・手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。割引となる介護者の方は 1 人です。 

対象者 対象者の乗車券 割引率 

第 1 種精神障害者の方と介護者 

・普通乗車券 

・回数乗車券 

・普通急行券 

・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 

5 割 

12 歳未満の第 2 種精神障害者の方と介護者の方 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5 割 

（２）手帳をお持ちの方が 1 人で利用 

・片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。 

対象者 対象者の乗車券 割引率 

第 1 種精神障害者の方 

第 2 種精神障害者の方 
・普通乗車券 5 割 

 

 利用方法等  

割引乗車券は、駅窓口で販売しています。購入する際は、精神障害者保健福祉手帳を係員に提示してください。 

※ 詳しくは JR グループにお問い合わせください。 

 

【精神障害者保健福祉手帳に第 1 種または第 2 種の記載を希望する方へ】 

記載を希望される方は、健康福祉課・七塚サービスセンター・高松サービスセンターに来所の上、お申し出ください。 

窓口にて、お持ちの手帳にスタンプを押印しお渡しいたします。 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 
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○ＮＨＫ放送受信料の減免 

障害のある方からの申請により、NHK 放送受信料が全額または半額免除されます。 

 割引率と対象者  

全額免除 

・生活保護法に定める扶助を受けている場合 

・世帯構成員のどなたかが身体障害者、知的障害者、精神障害者であり、 

 世帯全員が市民税（住民税）非課税の場合 

半額免除 

（世帯主が契約者の場合のみ） 

・世帯主が視覚、聴覚障害者の場合 

・世帯主が重度(※)の障害者の場合 

※重度…身体障害者手帳(1～2 級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1 級) 

 

 申請手続きに必要なもの  

・放送受信料免除（半額免除）申請書 

・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 

・印鑑 

窓口：かほく市健康福祉課  ☎：283-7120 

問い合わせ：NHK ふれあいセンター（放送受信契約の受付） ☎：0120-151515 

（受信料に関するお問い合わせ） ☎：0570-077-077 

 

○携帯電話の使用料等の割引 

心身に障害のある方が、携帯電話をコミュニケーションの手段として幅広く手軽に利用できるよう、

申請により各種割引制度が利用できます。 

 

 対象者  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているすべての方    

※ 詳しい内容と手続き方法は各携帯電話事業者へお問い合わせください。 

（割引内容や割引率は各事業者によって異なります。） 

 

〇副食費助成について 

かほく市では、市独自の取り組みとして、児童発達支援利用日分の副食費※について助成を行っ

ています。申請書に領収書を添付のうえ、利用月から 1 年以内に健康福祉課の窓口で手続きくだ

さい。※副食費とは、おかず代とおやつ代です。 

 

 対象者  

満 3～5 歳児までの児童発達支援をご利用の方（未就学児） 

 

 助成額  

おやつ代 50 円/日、おかず代 150 円/日（左記金額を上限とし、通所日数に応じて助成します。） 

 

 申請手続きに必要なもの   

・領収書 （請求書ではありませんので、ご注意ください。） 

・通帳の写し（副食費助成金の振込先となるもの） 

・申請書 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 
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○かほく市ケーブルテレビ使用料等の減免 

 対象者と減免内容等  

 対象者 減免内容 

1 生活保護の世帯 次の①～③を全額免除します。 

① 加入契約料 

② 月額使用料（ライトプランのみ） 

③ 引込工事費 

※宅内工事費は免除の対象となりません。 

※解約時のアンテナ再接続工事はお客様で手配し費用を

負担してください。 

 また、解約時、先の条件に該当しない場合は撤

去工事費は免除とはなりません。 

2 
世帯構成員のどなたかが 1～2 級の身体障害者であり、世帯全

員が市県民税（住民税）非課税の場合 

3 
世帯構成員のどなたかが重度（Ａ判定）の知的障害者等であり、

世帯全員が市県民税（住民税）非課税の場合 

4 

満 70 歳以上の高齢者及び高校生以下のみの世帯であり、かつ

世帯全員が市県民税(住民税)非課税の場合 

＊ライトプランに加入された場合、地上波放送と、かほく市が独自で放送している「かほくチャンネル」を見ることができます。 

 

 申請手続きに必要なもの  

① かほく市ケーブルテレビ加入申込書 

② 工事費・加入契約料・使用料減免申請書 

③ 印鑑（口座振替の場合は、金融機関届出印） 

④ （2 または 3 に該当する場合は）身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者福祉手帳（写し） 

 

     窓口：かほく市情報推進課 ☎：283-7112 

 

○避難行動要支援者支援制度について 

 災害が発生したとき、又はその恐れがあるときに避難行動要支援者名簿を町会区や自主防災組織、

民生委員・児童委員などに提供し、地域の助け合いによる安否確認や避難の支援に役立てていただく

ものです。なお、いざというときに円滑かつ迅速な避難支援を行うためには、避難支援者に平常時か

ら名簿を提供しておく必要があり、名簿情報の事前提供には本人の同意が必要です。 

 

 対象者  

生活の基盤が自宅にある方のうち、身体障害者手帳（１～３級）・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている方、このほか災害時に自力での避難が困難な方で支援を希望する方。（そのほか、要支援・要介護認定者・

70 歳以上の高齢者のみ世帯） 

 申請手続きに必要なもの  

・かほく市避難支援プラン同意書 

・印鑑 

 

窓口：かほく市防災環境対策課 ☎：283-7124 

   かほく市長寿介護課   ☎：283-7122 

   かほく市健康福祉課   ☎：283-7120    

 

○ＨＥＬＰカードについて 

 障害のある方などが災害時や日常生活の中で困ったときに、カードを提示することにより、周囲か

ら適切な支援をしていただけるよう緊急連絡先や緊急時の対応などを記載したカードです。 

 

 対象者  おもに、障害者手帳をお持ちの方   

 申請手続きに必要なもの  ＨＥＬＰカード作成依頼登録申請書 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 
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○ヘルプマークについて 

 内部障害のある方など外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、災害時や日

常生活の中で困ったときに、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくなる

よう、作成したマークです。 

 

 対象者  

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など 

 

 申請手続きに必要なもの  

・ヘルプマーク申請書 

・確認書類（障害者手帳、母子健康手帳など）     

                                             

    窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120         

 

○駐車禁止除外指定について 

障害のため歩行困難な方のための制度です。あらかじめ最寄りの警察署に申請の上、標章（許可証）

の交付を受けた方は、自ら運転し、または乗車している車両をやむを得ず駐車禁止場所に駐車したい

場合、標章（許可証）を掲出することで駐車禁止規制の対象から除かれます。 

 

 対象者  

・身体障害者手帳又は戦傷病者手帳保有者で重度障害を有する方 

・療育手帳保有者で重度障害（A）を有する方 

・精神障害者保健福祉手帳保有者で 1 級の障害を有する方 

・小児慢性特定疾患児手帳保有者で色素性乾皮症患者の方 

 

※ 詳しくは、お問い合わせください。 

問い合わせ：津幡警察署交通課 ☎：㈹289-0110 

            石川県警察本部交通部交通規制課 ☎：225-0110 

 

 

○いしかわ支え合い駐車場制度について 

障害者や高齢者で歩行が困難な方に対し、県内共通の利用証を交付する制度です。この制度の導入

により、障害者等用駐車場を利用できる方を明確にすることで、障害者等用駐車場を必要とする方が

駐車場を利用しやすくなることを目指しています。 

 

 利用証の交付対象者  

利用証の交付対象者は、障害者（等級要件あり）、高齢者（要介護１以上）、難病患者、妊産婦、けが等により歩

行が困難な方（医師の証明が必要）で、石川県が定めた用件を満たしている方が対象となります。 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120   

こども家庭センター ☎：283-4320   
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○障害者温泉療養事業について 

障害のある方が指定の温泉旅館を利用された場合、利用料金の割引を受けることができる「指定宿

泊施設利用助成券」を交付します。５人までのグループの場合は、指定温泉旅館で、下記①、②、③

の手帳を提示することで割引を受けられます。 

 

 対象者  

障害者 
①身体障害者手帳、②療育手帳、③精神障害者保健福祉手帳を所持している、石川県内在住の在

宅の障害者（施設に入所している方が施設の行事で宿泊する場合は対象になりません。） 

付添いの方 
重度の障害者（身体障害者手帳 1～2 級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳 1 級所持者）の

付添人。なお、付添人は重度の障害者１人につき原則 1 人までです。 

 

 割引額  

・宿泊利用１回（連泊を含む）につき、3,000 円まで。日帰り利用１回につき、1,000 円まで。 

・1,000 円券を 3 枚（3,000 円）配布し、宿泊・日帰りのどちらでも利用可能。 

※宿泊・日帰り合わせて年間 3,000 円まで利用可能です。 

※現金との引き換えはできません。 

 

 申請方法  
※ 指定宿泊施設の予約時に「温泉療養券の使用を希望する」とお申し出ください。 

利用人数 申請の方法 

1～5 人 
1）予約当日に直接宿泊施設で障害者手帳を提示し、所定の書式に記入する。 

2）事前に担当課窓口へ温泉療養券の交付を申請し、受け取り、宿泊日に持参する。 

6 人以上 事前に担当課窓口へ温泉療養券の交付を申請し、受け取り、宿泊日に持参する。 

 

 窓口で申請手続きする際に必要なもの  

・障害者温泉療養事業指定宿泊施設利用助成券申請書 

・身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

・印鑑 

 

 指定宿泊施設一覧                           （ 令和 7 年 4 月１日現在 ） 

珠洲市 珠洲ビーチホテル 

輪島市 ホテルこうしゅうえん 

七尾市 加賀屋・あえの風・ホテル海望・日本の宿のと楽・お宿すず花・はまづる・国民宿舎能登小牧台 

志賀町 シーサードヴィラ渤海・いこいの村能登半島 

羽咋市 休暇村能登千里浜 

金沢市 川端の湯宿滝亭 

能美市 まつさき 

小松市 のとや・小松グリーンホテル（貸切風呂利用時のみ適用） 

加賀市 ゆのくに天祥・葉渡莉・森の栖・白山菖蒲亭・すゞや今日楼・ホテル翠湖 

※R6 能登半島地震の影響により、休業中の施設もあるかと思いますので、事前に必ずご確認ください。 

 

窓口：かほく市健康福祉課  ☎：283-7120 

※ 申請は七塚・高松の各サービスセンターでも可能です。 
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◎かほく市障害者基幹相談支援センター あ お ぞ ら   

 障害のある方が、自分らしく安心して暮らせる地域を作るための相談支援の拠点として、障害者

相談支援センター、障害者虐待防止センターの２つの機能をもった相談支援を専門的に行うセンター

です。 

かほく市にお住まいの、障害のある人（疑いを含む）・家族・近隣の方、身体・知的・精神・発達・

高次脳障害・難病など、手帳の有無を問わずに相談いただけます。 

○障害者相談支援 

福祉サービスの利用相談、地域への障害理解の普及啓発、生活面での困りごとなど障害のある方や、

ご家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言などを行います。 

※ かほく市では、白千鳥会・四恩会・眉丈会の 3 箇所の指定特定相談支援事業所に事業委託しています。         

○障害者虐待防止 

 虐待の防止及びその発見のための関係機関との連絡調整、障害者等の権利擁護のための必要な援助

を行い、自立した日常生活・社会生活を営むことができるようにすることを目的としています。 

障害者への虐待を発見した場合には、通報が義務化されています。「虐待かもしれない」「誰かに

聞いてほしい」と思ったら、ひとりで悩まずに、かほく市障害者基幹相談支援センターまでご連絡く

ださい。 

 

 対応時間  

毎週 月～金曜日（土・日・祝日、12/29～1/3 を除く） 

8：30～17：15（ただし、緊急時は随時応対します） 

※ 来所相談・訪問相談は、日程調整が必要な場合もあります。事前に、お電話での予約をお願いします。 

※ 相談の内容に応じて出向いての訪問相談も行います。 

※ 相談にかかる費用は無料です。お気軽にご相談ください。 

 

相談･問い合わせ：かほく市障害者基幹相談支援センター あおぞら 

かほく市障害者虐待防止センター 

☎：283-8890 Fax：283-4097 

 

○障害者差別解消法について 

障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重しあいながら、共に生きる社会の実現につなげることを目的としています。不当な差別的

扱いや、合理的配慮に欠けるなど、問題があった場合はご相談ください。 

 対応時間  

毎週 月曜～金曜日（土・日・祝日、12/29～1/3 を除く）８：３０～１７：１５   

 

相談･問い合わせ：かほく市健康福祉課  ☎：283-7120 

 

○こども発達相談支援センター 

かほく市にお住まいの 0歳～18歳までのお子さんのことで、「気になること」「困っていること」、

関わり方の疑問等への相談・支援を行います。 

相談者の要望や必要に応じて、こども園や幼稚園、学校等へ出向いて相談や、他機関への紹介も行

います。 

相談･問い合わせ：かほく市こども家庭センター内 

             こども発達相談支援センター ☎：283-4320 

◆  5．各種相談支援について  ◆ 
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○民生委員・児童委員（任期３年） 

民生委員法により、民生委員・児童委員は国（厚生労働大臣並びに県知事）から委嘱された住民の

一人であり、活動はボランティアです。また、子どもに関することを応援する児童委員も兼ねていま

す。社会福祉協議会、福祉事務所、その他の関係行政機関などと連絡協力して社会福祉の増進に努め

ています。 

お近くの民生委員・児童委員がおわかりにならないときは、社会福祉協議会にお尋ねください。 

 

問い合わせ：かほく市社会福祉協議会 ☎：285-8885 

 

○身体障害者相談員・知的障害者相談員 

家庭における養育、生活に関する相談に応じ必要な助言、指導を行うほか、関係機関への連絡、障

害のある方に対する援護についての考え方についての普及なども行います。相談員は、障害のある方

や、障害のある方の保護者の方から選ばれ、かほく市から委嘱された方々です。秘密は守られますの

で、安心して相談してください。 

 

 身体障害者相談員 （令和７年度）           知的障害者相談員 （令和７年度） 

氏   名（敬称略） 電話番号 

脇山 與美子  （箕打） 281-1826 

武田 榮治   （長柄町） 281-1440 

小村 準一  （大崎） 283-4151 

塚本 誠次  （遠塚） 285-1140 

坂田 和夫   （宇気） (FAX)283-2101 

 

問い合わせ：かほく市健康福祉課   ☎：283-7120 

       

○福祉サービス利用支援事業 

 高齢や障害のため、判断能力に不安があり、福祉サービスが受けたくてもその手続きがわからなか

ったり、日常的な金銭管理に不安があったりする方の援助をします。 

 

 対象者  

もの忘れのある高齢者（認知症高齢者）、知的障害のある方、精神障害のある方 

 

 サービス内容  

1.日常的なお金の管理のお手伝い 例）毎日の生活に必要なお金の出し入れ 

2.日常生活に必要な手続きのお手伝い 例）住民票の届出や印鑑登録 

3.大切な書類などのお預かり 例）年金証書、保険証書など大切な書類 

4.福祉サービス利用のお手伝い 例）ホームヘルパーの派遣やデイサービス利用申込や契約 

・石川県から支援補助がうけられます。  

・専門員による相談から契約までは無料です。（生活保護受給中の方は、サービス利用料は無料です。） 

・貸金庫の利用料は別途必要です。 

 

窓口：かほく市社会福祉協議会 ☎：285-8885 

 

 

 

 

 

氏   名（敬称略） 電話番号 

寺嶋 立弥  （木津） 285-0158 

鈴木 由紀恵 （白尾） 283-0145 



 

24 

○生活福祉資金の貸付 

低所得者や高齢者、障害者の「経済的自立」と「安定した生活」のために貸付制度があります。 

 

 対象者  次のいずれかに該当する世帯 

・他からの借入が困難な、収入が少ない世帯 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯 

・日常生活上介護を要する 65 歳以上の高齢者のいる世帯 

 

 資金の種類   

総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金 

 

※ 貸付限度額、利息、連帯保証人等の詳細につきましては、お問い合わせください。 

※ 各世帯で所得制限がありますので、申込みの際にご確認ください。 

 

窓口：かほく市社会福祉協議会 ☎：285-8885 

 

○成年後見制度について 

認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が不十分な方々が、自分に不利益な契約をしたり、

悪徳商法などの被害にあわないよう、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人に代わって、法律

行為を代行したり、不利益な契約を取り消すなどし、本人を保護、支援する制度です。 

 

法定後見制度 
すでに判断能力が不十分な方を対象としている制度です。判断能力の程度によって「後見」

「保佐」「補助」類型があり、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。 

任意後見制度 

今は判断能力があるけれども、将来、判断能力が不十分になったときに備えるための制度で

す。判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）を選任し、公正

証書を結んでおくものです。 

 

問い合わせ：金沢家庭裁判所 後見係      ☎: 221-3225 

    かほく市高齢者支援センター     ☎：283-7150 

かほく市健康福祉課        ☎：283-7120 

かほく市社会福祉協議会(中核機関) ☎：285-8885 

 

【成年後見制度に係る相談機関】 

認知症や障害があっても自分らしく安心して暮らせるようにご本人や家族、後見人等、支援関係者をサ

ポートします。成年後見制度を考えているが「何から始めればいいかわからない」など、今後どんなこと

に備えていくべきかを一緒に考えます。相談は無料で、秘密は厳守します。 

 

問い合わせ：かほく市社会福祉協議会(中核機関) ☎：285-8885 
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◆ 6．手当・年金 ◆ 

 

○特別児童扶養手当 

知的または身体に障害があり、日常生活において常時の介護を必要とするか、あるいはひとりで生

活できない状況にある満 20 歳未満の児童の父母または養育者に対し、手当てが支給されます。 

 

 対象者  

特別児童扶養手当の障害基準によって認定しますので、直接関係ありませんが、身体障害者手帳の等級が 1～3 級、

４級（下肢障害）および療育手帳の等級がＡまたはＢの一部の方が、基準に該当するおおよその目安です。 

注意）下記の条件のいずれかに当てはまる場合は、手当を受けられません。 

□ 本人及び扶養義務者の前年の所得が一定限度額を超えている。 

□ 障害を理由とする公的年金を受けている。 

□ 対象児童が福祉施設等に入所している。 

 

 手当額                                      （令和７年４月現在） 

特別児童扶養手当 1 級 
月額 56,800 円 

（障害児 1 人につき） 

身体障害者手帳 1 級、2 級の方 

療育手帳Ａ、Ｂの一部の方（目安） 

特別児童扶養手当 2 級 
月額 37,830 円 

（障害児 1 人につき） 

身体障害者手帳 3 級、４級（下肢障害）の方 

療育手帳Ｂの一部の方（目安） 

※ 手当は前月までの４か月分をまとめて、４・８・１２月に県より指定の口座に振り込まれます。 

 

 申請手続きに必要なもの  

・特別児童扶養手当認定請求書  

・戸籍謄本または戸籍抄本（抄本の場合は、請求者と対象児童両方の分が必要です。） 

*マイナンバーによる情報連携で省略可能 

・特別児童扶養手当認定診断書（必要な方のみ） 

・身体障害者手帳写し、療育手帳の写し（お持ちの方のみ） 

・振込先口座申出書 

・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し 

・所得額調査等にかかる承諾書  

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの（受給者・配偶者・対象児童・扶養義務者） 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

 

○障害児福祉手当 

重度の障害がある児童に対する福祉の一環として、重度の障害により生ずる特別の負担の軽減の

一助として手当が支給されます。 

 

 対象者  

障害児福祉手当の障害程度基準によって認定しますので、直接関係ありませんが、身体障害者手帳の等級が 1、2

級の一部および療育手帳の等級がＡの一部の方が、基準に該当するおおよその目安です。 

注意）次の条件のいずれかに当てはまる場合は、手当を受けられません。 

□ 本人及び扶養義務者の前年の所得が一定限度額を超えている。 

□ 障害を理由とする公的年金を受けている。 

□ 対象児童が福祉施設等に入所している。 

 

 手当額 （令和 7 年４月現在） 

障害児一人当たり月額 16,100 円が支給されます。 

※ 手当は前月までの３か月分をまとめて、2・5・8・11 月に申請者指定の口座に振り込みます。 
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 申請手続きに必要なもの  

・障害児福祉手当認定請求書 

・戸籍謄本または戸籍抄本（抄本の場合は、請求者と対象児童両方の分が必要です。） 

  *マイナンバーによる情報連携で省略可能 

・障害児福祉手当認定診断書 

・障害児福祉手当所得状況届 

・振込先口座の申出書 

・振込先の預金通帳の写し 

・所得額調査等にかかる承諾書  

・マイナンバー（個人番号）がわるもの（対象児童、扶養義務者） 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

 

○特別障害者手当 

著しい障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に対して、障害に

より特に必要とされる負担の軽減を図るため手当が支給されます。 

 

 対象者  

特別障害者手当の障害基準によって認定しますので、直接関係ありませんが、身体障害者手帳の等級が 1 級の一部

および療育手帳の等級がＡの一部の方が、基準に該当するおおよその目安です。手当の支給の要否は診断書により判

断します。 

注意）次の条件のいずれかに当てはまる場合は、手当を受けられません。 

□ 本人及び扶養義務者の前年の所得が一定限度額を超えている。 

□ 病院または診療所に 3 ヶ月以上入院している。 

□ 対象者が福祉施設等に入所している。 

 

 手当額 （令和 7 年４現在） 

対象者一人当たり月額 29,590 円が支給されます。 

※ 手当は前月までの 3 か月分をまとめて、2・5・8・11 月に申請者指定の口座に振り込みます。 

 

 申請手続きに必要なもの  

・特別障害者手当認定請求書  

・戸籍謄本または戸籍抄本（抄本の場合は、請求者と対象者両方の分が必要です。） 

*マイナンバーによる情報連携で省略可能 

・特別障害者手当認定診断書  

・特別障害者手当所得状況届 

・振込先口座の申出書 

・振込先の預金通帳の写し 

・所得額調査等にかかる承諾書  

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの（対象者、配偶者、扶養義務者） 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 
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○児童扶養手当 

 対象者  

かほく市に居住する、次の条件にあてはまる児童（18 歳になって最初の年度末までの間にある児童。ただし障害

のある児童は 20 歳未満。）を扶養している父や母。または、父母に代わって養育している方。 

・父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童 

・父または母が死亡した児童 

・父または母が重度の障害（国民年金の障害等級 1 級程度）にある児童 

・父または母の生死が明らかでない児童 

・その他（父または母から 1 年以上遺棄されている児童、父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律による命令を受けた児童、父または母が法令により引き続き 1 年以上拘禁されている児童、母が婚

姻に寄らないで出産した児童など） 

 

注意）次の条件のいずれかに当てはまる場合は、手当を受けられません。 

【児童が】 【父、母、または養育者が】 

□日本国内に住所がないとき 

□児童福祉施設等に入所または里親やファミリーホームに委託されているとき 

□父または母の配偶者（事実上の婚姻関係の場合も含む）に養育されているとき

（父または母に重度の障害がある場合は除く） 

 

□日本国内に住所がないとき 

□養育者の場合は、児童と別居しているとき 

 

※ かほく市長の認定を受けると、「認定請求書」が受理された月の翌月分から支給されます。 

手当は前月までの２か月分をまとめて、奇数月に申請者指定の口座に振り込みされます。 

 

 所得制限について  

申請者及び同一生計にある扶養義務者（住民票が世帯分離となっている場合も含む）の所得が所定の制限額を超え

ている場合は、手当の一部または全部が支給されません。  

 

※ 手当額、必要書類は支給要件により異なりますので、申請前にこども家庭課にお尋ねください。 

窓口：かほく市こども家庭課 ☎：283-7155 
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○心身障害者扶養共済制度 

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保

護者に万一のこと（死亡・重度障害※）があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する

制度です。障害のある方の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図る目的で生まれました。 

※ 重度障害の規定については、心身障害者扶養共済制度で独自に定められています。 

 

 加入資格  

1．保護者の要件…障害のある方を現に扶養している保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など）

であって、次のすべての要件を満たしている方です。 

①加入時の年度の 4 月 1 日時点の年齢が満 65 歳未満であること。 

②特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 

③障害のある方 1 人に対して、加入できる保護者は 1 人であること。 

2．障害のある方の範囲…次のいずれかに該当する障害のある方で、将来、独立自活することが困難であると認めら

れる方です（年齢制限はありません）。 

①知的障害 

②身体障害者手帳を所持し、その障害が 1 級から 3 級までに該当する方 

③精神または身体に永続的な障害のある方（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など）で、

その障害の程度が①または②の者と同程度と認められる方。 

 

 年金給付について  

加入者が障害のある方の生存中に死亡または重度障害となった場合、その月から終身にわたって障害のある方に支

給されます。別途申請を行っていただく必要があります。 

1 口加入の方：月額 2 万円（年額 24 万円） 

2 口加入の方：月額 4 万円（年額 48 万円） 

 

 掛金月額  

加入者の年齢（加入年度の 4 月 1 日時点）に応じて決まります。 

 １人の障害者について２口まで加入できます。 

 

※ 制度の見直しにより、掛金や年金が改定されることがあります。 

※ 掛金は、加入者が 20 年以上継続して加入し、かつ満６５歳になった次の年度の加入応当月より免除されます。 

※ 掛金の納付が困難な方等に対して、石川県が掛金の減免を行っています。 

※ 共済制度に加入している方の掛金負担を軽減するため、その一部を助成しています。 

※ 扶養共済に加入している方については、掛金が所得税や市･県民税の控除対象になります。 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

問い合わせ：県障害保健福祉課    ☎：225-1428 
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○障害基礎年金・障害厚生年金 

 障害基礎年金  

 国民年金に加入している期間、２０歳前または日本国内に住んでいる６０歳以上６５歳未満の方で年金制度に加入

していない期間に初診日（障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日）のある病気やケ

ガで、法令により定められた障害等級表（1 級・2 級）による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。  

 

 障害厚生年金  

 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の 1 級または 2 級に該当する障害の状態に

なったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。 

 また、障害の状態が 2 級に該当しない軽い程度の障害のときは 3 級の障害厚生年金が支給されます。 

※ 初診日から 5 年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い障害が残った

ときには障害手当金（一時金）が支給されます。  

※ 障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。 

 

 

問い合わせ窓口：日本年金機構ねんきんダイヤル   ナビダイヤル：0570-05-1165 

          金沢北年金事務所 お客様相談室（〒920-8691 石川県金沢市三社町 1-43 ） 

☎：233-2021 

街角の年金相談センター金沢（〒920-0804 石川県金沢市鳴和 1-17-30 ）  

☎：253-2222 

かほく市保険医療課 国民年金担当    ☎：283-7123（障害基礎年金のみ） 

 

※ 「街角の年金相談センター」は、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。“対面による年金相談”のみ

行っており、“お電話による年金相談”は受け付けておりません。なお、“お電話による一般的な相談・ご予約”

はねんきんダイヤルで受け付けています。 

※ かほく市保険医療課では障害“基礎”年金のみお問い合わせを受け付けております。障害“厚生”年金について

は、日本年金機構へお問い合わせください。 

 

 詳しくは、日本年金機構より発行されている障害年金ガイド（保険医療課及び健康福祉課窓口にも配置していま

す。）または、日本年金機構のホームページをご覧ください。 

          日本年金機構ホームページ：https://www.nenkin.go.jp/ 
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○所得税及び住民税（市・県民税）の障害者控除 

所得税・住民税の計算上、次の表に該当する場合は、それぞれの金額を課税対象所得から控除することができます。 

・ 給与を受けている場合は、年末調整の際に給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の障害者控除欄に必要事項

を記入して控除を受けます。 

・ 年金を受けている場合は、年金保険者から届く扶養親族等申告書に必要事項を記入して控除を受けます。 

・ 自営業者などであれば、所得税の確定申告・住民税申告の際、確定申告書及び住民税申告書の障害者控除欄に

必要事項を記入して控除を受けます。給与や年金を受けている方で控除が漏れていた場合は、所得税の確定申

告・住民税申告で控除を受けることができます。 

種類 対象 条件（※１） 
控除額 

所得税 住民税 

障害者控除 

①本人が障害者 

 

②本人が障害者に 

準じる方(※1) 

 

③配偶者、扶養親族が

障害者 

 

④配偶者、扶養親族が

障害者に準じる方 

●障害者 

・身体障害者手帳 3～6 級 

・療育手帳 B 

・精神障害者保健福祉手帳 2、3 級 

27 万円 26 万円 

●特別障害者(※2) 

・身体障害者手帳 1、2 級 

・療育手帳 A 

・精神障害者保健福祉手帳 1 級 

40 万円 30 万円 

●同居特別障害者 

・③、④が特別障害者で、納税者または納税者の

配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他

の親族のいずれかとの同居を常としている場合 

75 万円 53 万円 

 

（※１）所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、障害者手帳等を所持されている方以外であっても、障害者

等に準ずる方であれば障害者控除の対象となります。（例：長寿介護課より障害者控除対象認定書の交付を

受けている方）  

（※２）特別障害者とは、身体障害者手帳の等級が 1、2 級の方、重度の知的障害(A)の方、精神障害者保健福祉手

帳が 1 級とされた方等です。 

 

・住民税（市・県民税）においては、前年中の合計所得金額が１３５万円以下の方は、非課税となります。 

 合計所得金額が 135 万円の目安は以下の表を確認ください。 

 

収入金額が 

年金のみの方 年齢が 65 歳未満 1,950,000 円 

年齢が 65 歳以上 2,450,000 円 

給与のみの方 2,043,999 円 

 

 

※ 相続税、贈与税についても障害者の特例があります。詳しくは金沢税務署にお問い合わせください。 

問い合わせ：かほく市税務課 ☎：283-1114 

       金沢税務署   ☎：㈹261-3221 

 

◆ 7．税金の控除  ◆ 
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○自動車にかかる諸税の減免について 

【自動車税（環境性能割）、自動車税（種別割）、軽自動車（環境性能割）、軽自動車（種別割）】 

 対象自動車  減免できる自動車の台数は、障害者 1 人につき 1 台のみです。 

1.本人運転…障害者が所有（取得）する車で、障害者が自ら運転するもの 

2.家族運転…①障害者が所有（取得）する車で、家族（生計を一にする者）が障害者のために運転するもの 

（通院等の証明が必要になります） 

       ②家族（生計を一にする者）が所有する車で、家族が 18 歳未満の身体障害者の通院・通学・生業

のために運転するもの（通院等の証明が必要になります） 

       ③家族（生計を一にする者）が所有する車で、知的障害者、精神障害者の通院・通学・生業のため

に運転するもの（通院等の証明が必要になります） 

3.介護者運転…身体障害者等のみで構成される世帯で、障害者が所有（取得）する自動車で、常時介護する者が

障害者の通院・通学・生業のために運転するもの（通院等の証明が必要になります） 

◎ 身体障害者手帳 

区分 本人・家族・介護者運転共通 

障害区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

視 覚 障 害 ○ ○ ○ ○ ○  

聴 覚 障 害  ○ ○    

平 衡 機 能 障 害        ○  ○  

音声機能障害（注１）   ○    

上 肢 不 自 由 ○ ○     

下 肢 不 自 由       ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

体 幹 不 自 由      ○ ○ ○  ○  

乳幼児期以前の非進行性脳病

変による運動機能障害 

上肢機能（注２） ○ ○  

移動機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

心臓機能障害 ○  ○    

じん臓機能障害 ○  ○    

呼吸器機能障害 ○  ○    

ぼうこう又は直腸の機能障害 ○  ○    

小腸機能障害 ○  ○    

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 ○ ○ ○    

肝 臓 機 能 障 害 ○ ○ ○  

(注１) 頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。（喉頭摘出等） 

(注２) 一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。 

◎ 戦傷病者手帳       身体障害者手帳と同程度の障害が対象となります。 

◎ 療育手帳         Ａ 

◎ 精神障害者保健福祉手帳  １級 

 

＊こちらの減免のほかにも、車イス移動車などの車両の構造による減免もあります。詳しくは下記申請先にお問い

合わせください。 

 減免申請先  

【自動車税（環境性能割）（種別割）、軽自動車税（環境性能割）】 【軽自動車税（種別割）】 

石川県税務課（自動車税グループ）       ☎：225-1273 

石川県金沢県税事務所（自動車税納税課）    ☎：263-8836 

かほく市税務課収納対策室 

☎：283-7114 

※ 申請時期や申請方法について、詳しくはお問い合わせください。 
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【常時介護者の認定について】 

介護者運転で申請される場合は、事前に常時介護者としての証明が必要です。 

手続きについては健康福祉課へお問い合わせ下さい。 

 

 申請手続きに必要なもの  

・運行計画書 ・証明書（通院等） ・誓約書 ・申請書（認印必要） ・運転する方の運転免許証 

・車検証 ・身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

 

窓口：かほく市健康福祉課 ☎：283-7120 

 

○バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置について 

 一定のバリアフリー改修工事を行った住宅が次の要件を満たすときは、改修完了後の翌年度分のみ、

固定資産税額が３分の１減額されます。なお、都市計画税にはこの軽減はありません。 

 

 要件  

（１） 新築された日から 10 年以上を経過した住宅であること。 

（２） 令和８年３月３１日までの間に完了したバリアフリー改修であること。 

（３） 次のいずれかの者が居住する既存の住宅（賃貸住宅を除く）であること。 

   ①６５歳以上の方  ②要介護認定又は要支援認定を受けている方  ③障害者の方 

（４） バリアフリー改修に要した費用が、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が５０万円以上で

あること。 

（５） 次のバリアフリー改修工事であること。 

① 廊下の拡幅  ②階段の勾配の緩和  ③浴室の改良  ④便所の改良 ⑤手すりの取り付け 

⑥床の段差の解消  ⑦引き戸への取替え  ⑧床表面の滑り止め化 

（６） 改修後の住宅の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること。 

 

 軽減される範囲  

１戸当たり１００㎡相当分まで（１００㎡を超える部分については減額されません） 

 

 手続き  

バリアフリー改修が完了した日から３か月以内に、領収書・工事費明細書・改修箇所の図面・写真（改修前後）等

の関係書類を添付した申告書の提出が必要です。なお、工事内容を示す書類は建築士・登録性能評価機関等による証

明でも可能です。 

 

 その他  

・この制度による減額は、１戸につき１度しか受けることができません。 

・新築住宅の減額や耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。 

 ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。 

・土地についての減額はありません。 

 

問い合わせ：かほく市税務課 ☎：283-1114 
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※ 各団体等が作成・所管する障害者に関係するマークの一例を紹介するものです。 

名称 概要等 所管先 

【障害者のための 

国際シンボルマーク】 

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマ

ークです。マークの使用については国際リバビリテーション協会の「使用指針」によ

り定められています。    

※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。 

特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。 

公益財団法人日本障害者 

リハビリテーション協会 

TEL：03-5273-0601 

FAX：03-5273-1523 

【身体障害者標識】 
 

 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示する

マークで、マークの表示については、努力義務となっています。危険防止のためやむ

を得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、

道路交通法の規定により罰せられます。 

警察庁交通局交通企画課 

TEL：03-3581-0141（代） 

【聴覚障害者標識】 

 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマ

ークで、マークの表示については、義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込み

を行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 

警察庁交通局交通企画課 

TEL：03-3581-0141（代） 

【盲人のための 

国際シンボルマーク】 
 

 

世界盲人会連合で 1984 年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障

害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。

信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 

社会福祉法人 

日本盲人福祉委員会 

TEL：03-5291-7885 

【耳マーク】 

 

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人、聞こえにくい人への配慮を表

すマークです。聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益を

こうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。このマークを提示された場合

は、相手が「聞こえない、聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法

への配慮について御協力をお願いいたします。 

社）全日本難聴者・中途失聴者

団体連合会 

TEL：03-3225-5600 

FAX：03-3354-0046 

【ほじょ犬マーク】 

 

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬、介

助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交

通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身

体障害者補助犬が同伴できるようになりました。 

厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部企画課 

自立支援振興室 

TEL：03-5253-1111（代） 

FAX：03-3503-1237 

【オストメイトマーク】 

 

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）のための設備があることを表

しています。オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されていま

す。 

社）日本オストミー協会 

TEL：03-5670-7681 

FAX：03-5670-7682 

公共財団法人交通エコロジー、

モビリティ財団（バリアフリー

推進部） 

TEL：03-5844-6265 

FAX：03-5844-6294 

【ハート・プラス マーク】 
 

 

 

「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、

膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障害がある方は外見からは分かりにくいため、

様々な誤解を受けることがあります。内部障害の方の中には、電車などの優先席に座

りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停めたい、

といったことを希望していることがあります。 

特定非営利活動法人 

ハート･プラスの会 

TEL：080-4824-9928 

【ヘルプマーク】 外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要

としていることを知らせることができるマークです。 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など 

東京都福祉局 

障害者施策推進部企画課 

社会参加推進担当 

TEL：03-5320-4147 

 

◆ 8．その他（障害者に関するマークについて） ◆ 
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○主な相談窓口 

 

かほく市 

健康福祉課 
☎：２８３－７１２０／ FAX：２８３－４１１６ 

shogai@city.kahoku.lg.jp 

長寿介護課 
☎：２８３－７１２２／ FAX：２８３－３７６１ 

kaigo@city.kahoku.lg.jp 

高齢者支援センター（長寿介護課内） 
☎：２８３－７１５０／ FAX：２８３－３７６１ 

kaigo@city.kahoku.lg.jp 

保険医療課 
☎：２８３－７１２３／ FAX：２８３－３７６１ 

hoken@city.kahoku.lg.jp 

こども家庭課 
☎：２８３－７１５５／ FAX：２８３－１１１５ 

kodomokatei@city.kahoku.lg.jp 

こども家庭センター 
☎：２８３－４３２０／ FAX：２８３－６６５２ 

kodomokatei@city.kahoku.lg.jp 

防災環境対策課 
☎：２８３－７１２４／ＦＡＸ：２８３－１１１５ 

kankyou@city.kahoku.lg.jp 

情報推進課（ケーブルテレビ関連） 
☎：２８３－７１１２／ FAX：２８３－６７４５ 

catv@city.kahoku.lg.jp 

税務課 
☎：２８３－１１１４／ FAX：２８３－３７６１ 

zeimu@city.kahoku.lg.jp 

税務課収納対策室 
☎：２８３－７１１４／ FAX：２８３－３７６１ 

zeimu@city.kahoku.lg.jp 

 

かほく市社会福祉協議会 ☎：２８５－８８８５／ FAX：２８５－２０４９ 

 

石川県、その他 

石川県障害保健福祉課（管理グループ） ☎：２２５－１４２６／ FAX：２２５－１４２９ 

石川中央保健福祉センター 保健部 ☎：２７５－２２５１／ FAX：２７５－２２５７ 

石川中央保健福祉センター 

河北地域センター 
☎：２８９－２１７７／ FAX：２８９－２１７８ 

石川県こころの健康センター（庶務課） ☎：２３８―５７６１／ FAX：２３８－５７６２ 

石川県税務課（企画・税政納税グループ） ☎：２２５－１２７１／ FAX：２２５－１２７５ 

石川県金沢県税事務所（総務課） ☎：２６３－８８３１／ FAX：２６３－８８４１ 

金沢税務署 ☎：㈹２６１－３２２１ 

金沢北年金事務所 ☎：２３３－２０２１／ FAX：２６３－９３３３ 

 

 


